
令和６年９月 30 日 

市政記者各位 

出生届がオンラインで提出できるようになります！ 

福岡市に本籍がある方は、区役所の窓口に行かなくても、スマホやパソコンからオンラインで出

生届を提出できるようになります。 

福岡市では児童手当や子ども医療費助成の申請など、お子さんが生まれた後に必要な手続き

もオンライン化しているため、福岡市に本籍があり、かつ福岡市にお住まいの方は、来庁せずに多

くの手続きを完了させることができます。 

１ 開始日時  令和６年 10 月１日（火曜日） 午前８時 45 分 

２ 提出できる方（以下の①～③の全てにあてはまる方） 

① 生まれた子の父または母で、本籍地が福岡市にあること

② 父母の双方が日本国籍で、生まれた場所が日本国内であること

③ 生まれた日を含めて 14 日以内（14 日目が閉庁日のときは翌開庁日まで）の提出となること

※ 婚姻関係にない両親から生まれた子の出生届のオンライン提出は、国による決まりのため、

母からの届出に限られます。この場合は、上記①および②の父についての条件は問いません。

３ 必要なもの 

・ 提出される方の電子証明書が有効なマイナンバーカード

・ カードの読み取りができるスマートフォン（またはパソコンとカードリーダー）

・ 医師や助産師の記入した出生証明書（撮影画像を添付します）

４ 提出方法 

・ 詳細は以下の URL をご参照ください。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A024_2.html

５ 出生届の提出のあとにオンラインで可能な手続き 

・ 児童手当の申請、 子ども医療費助成の申請、 国民健康保険の追加加入(必要な方)

などがオンラインで手続き可能です。詳細は以下の「ふくおか子ども情報」HP へ。

※ ひとり親家庭の方への手当など上記の他に手続きが必要になる場合があります。

※ 生まれたお子さんのマイナンバーカードの申請手続きは、出生届提出の２～３週

間後に「個人番号通知書」が届いた後に可能となります。

【出生届について】 

市民局 戸籍住民課 栗秋 ℡:092-711-4073 

【行政手続きのオンライン化について】 

総務企画局 サービスデザイン課 矢口 ℡:092-711-4356 

福岡市 出生届 オンライン 

[こども情報] 

[出生届 HP] 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A024_2.html


 

オンライン提出の画面案内 

   

■URL 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A024_2.html 

上記サイトから提出者の本籍区のボタンを押下 

 

■画面案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手続きの要件を確認して 

手続きスタート！ 

提出される方の 

情報を入力 

生まれた子の情報を入力 

※名前に使える文字か 

自動チェック機能あり 

入力が終われば 

確認画面で最終確認 

この後もフォームに従って 

父母の情報、住所、 

本籍地などを入力します 

[出生届 HP] 

別 紙  

https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/kusei/life/A024_2.html


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師や助産師から受けとった 

「出生証明書」をスマホで撮って添付 

これで区役所に行かなくても出生届の提出が完了！ 

 

続いて、市内にお住まいの方向けに、児童手当や子ど

も医療費助成などの関連手続きの案内があります。 

 

児童手当や子ども医療費助成、国民健康保険の加入手

続きなどは、オンライン申請もご利用いただけます。 

スマホに 

マイナカードを 

かざして電子署名 

別 紙  


